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大垣市は、平成２４年に策定しました「大垣市第二次障害

者計画」に基づき、障がいのある人の福祉施策を積極的に進

めてまいりました。 

この間、国においては、障害者虐待防止法や障害者総合支

援法、障害者差別解消法の施行、障害者の権利に関する条約

の批准など、様々な法整備が行われ、障がい者福祉を取り巻く環境は大きく変化して

います。 

このような環境の変化や課題に対応するため、本市の障がい者福祉施策の基本的な

方向を定めることを目的として、平成２９年度から平成３２年度までの４年間を計画

期間とする「大垣市第三次障害者計画」を策定いたしました。 

本計画は「障がいのある人もない人も互いの個性を尊重し、共に安心して暮らせる、

市民協働による自立支援社会づくり」を基本理念としており、障がいのある人の福祉

施策の充実を図り、障がいに対する理解を深め、誰もが地域で安心して暮らせるまち

づくりを進めてまいります。 

市民の皆様や関係機関、団体、事業者の皆様方には、本計画の趣旨と重要性をご理

解いただき、一層のご協力をお願い申し上げる次第です。 

最後になりましたが、本計画の策定にあたりまして、熱心なご審議を賜りました「大

垣市障害者計画・障害福祉計画策定・評価委員会」の委員の皆様をはじめ、アンケート

やヒアリングなどを通じて貴重なご意見をいただきました市民の皆様に、心から感謝

申し上げます。 

 

 

平成２９年３月 
 
 

大垣市長 小 川  敏 






















